
消費税率の引き上げに伴う
上下水道料金の改定について

　消費税法の改正により、平成26年４月１日から消費税率が８％に引き上げられることになりました。
　これに伴い、平成26年４月１日から水道料金及び下水道使用料等を改定しますのでお知らせします。
　今回の改定は、消費税率のみの変更です。皆様のご理解とご協力をお願いします。
　経過措置により、新料金は、平成26年８月以降の請求分からとなります。（４月から上下水道の使用を開始さ
れるなど６月請求分から８％適用になる場合もあります。）

区分 基本料金 超過料金（1㎥につき）
汚水量（㎥） 現行料金（円） 新料金（円） 汚水量（㎥） 現行料金（円） 新料金（円）

一般排水
0㎥～ 20㎥ 2,599.80 2,674.08

21㎥～ 40㎥ 139.65 143.64
41㎥～ 60㎥ 150.15 154.44
61㎥～100㎥ 159.60 164.16
101㎥～200㎥ 170.10 174.96

201㎥～ 179.55 184.68
特定排水 1,501㎥～ 210.00 216.00

公衆浴場排水 0㎥～ 600㎥ 20,000.40 20,571.84 601㎥～ 74.55 76.68

　 現行料金 新料金 増加額
水道料金 9,471円 9,741円 ＋�270円

下水道使用料等 7,795円 8,017円 ＋�222円

■水道料金（２か月につき）

■下水道使用料等（２か月につき）

※一般家庭の標準的な使用（メーター口径13mm、2か月56㎥の使用水量）での料金比較 問い合わせ

☎86-8014
86-8032

☎86-8201上下水道料金お客様センター
上下水道料金課

（合計金額の１円未満切捨て）
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（合計金額の１円未満切捨て）

メーター口径
及び用途

基本料金 超過料金（1㎥につき）
水量（㎥） 現行料金（円） 新料金（円）

13mm
20㎥まで

2,709.00 2,786.40
◦20㎥以下の水量
　　現行料金　178.50円　→　新料金　183.60円
◦20㎥を超え、40㎥以下の水量
　　現行料金　199.50円　→　新料金　205.20円
◦40㎥を超え、100㎥以下の水量
　　現行料金　225.75円　→　新料金　232.20円
◦100㎥を超え、200㎥以下の水量
　　現行料金　246.75円　→　新料金　253.80円
◦200㎥を超える水量
　　現行料金　267.75円　→　新料金　275.40円

　　現行料金　267.75円　→　新料金　275.40円

20mm 6,657.00 6,847.20
25mm ― 10,374.00 10,670.40
30mm ― 14,826.00 15,249.60
40mm ― 27,174.00 27,950.40
50mm ― 42,000.00 43,200.00
75mm ― 93,912.00 96,595.20
100mm ― 165,585.00 170,316.00
150mm ― 375,690.00 386,424.00
200mm ― 657,468.00 676,552.80

公共用（非住宅用） 10㎥まで 1,354.50 1,393.20
臨時用 ― 該当口径の2倍 該当口径の2倍
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対象企業等 新たな投下　
固定資産額※２

増加する　　　
常用雇用者数※３

中小企業者 １億円以上 ５人以上

中小企業者以外の企業等 10億円以上 15人以上
※１対象施設
　　企業等が新設･拡充した家屋及び償却資産（土地は対象外）
※２新たな投下固定資産額
　　対象施設の新設・拡充に必要な取得価格の合計額
※３常用雇用者
　　�企業等が直接雇用する者で雇用保険及び社会保険の被保険者資格を
有し、期間の定めなく雇用する者

問
い
合
わ
せ

商
工
政
策
課　

商
工
業
振
興
係

　
　
　

☎
６
５
―
0
7
0
9

　
　
　

６
３
―
4
0
8
7

甲
賀
市
固
定
資
産
税
特
別
措
置
条
例

参加者
募集

　県下ナンバーワンのものづくりのまち甲賀市
を再認識し、市に誇りを持っていただくために
工場見学を開催します。
　製品が完成するまでの行程を見学して、市に
立地している企業のことを知ってみませんか。

申込期間／３月５日（水）～３月19日（水）
　　　　　※定員に達し次第、受付終了
その他／・ 見学内容は、主に小学生高学年向けとしています。
　　　　・�小学生の方は、必ず保護者が同伴してください。
　　　　・�市役所から見学先までは、公用車で送迎します。
　　　　・�工場内は、階段の昇降、滑りやすい場所、

狭い場所などがあります。
問い合わせ・申込み

☎65-0708 ／ 63-4087
観光推進室

☎65-0709 ／ 63-4087
商工政策課

ものづくりのまち
甲賀再発見ツアー

主な条件

工場見学
日時／３月25日（火）８時45分～ 12時
集合場所／市役所水口庁舎
見学先／
　①株式会社やまみ関西工場　（水口町さつきが丘16）
　　　内容：豆腐・厚揚げの製造ライン
　②株式会社日立建機ティエラ　（水口町笹が丘1-2）
　　　内容：ミニショベルの製造ライン
定員／市内在住の小学生以上で先着20名程度
　　　※参加無料
申込方法／�電話またはFAX（様式は問いません）で参加

者の住所、氏名、年齢（学年・学校名）、電話
番号をお知らせください。
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